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差し押さえの実施
　市税および国民健康保険税の滞納者の預金や不動
産などの差し押さえを実施し、未納の税に充当し
ています。平成30年度は411件の差し押さえをし、
約1,750万円を未納の税に充当しました。

【差し押さえ財産（平成30年度）】
〇預金：360件
〇その他債権（生命保険、出資金等）：29件
〇国税還付金：16件
〇不動産：４件
〇給与：２件

インターネット公売の実施
　未納が続くと、差し押さえた財産を公売により売
却し、売却代金を未納の税に充当します。本年度も
インターネット公売を実施し、売却代金を未納の税
に充当しています。
休日および夜間延長窓口の実施
　広報ひだかや市ホームページ、催告書などで休日
および夜間延長窓口の開設を周知し、納税相談およ
び平日の金融機関などで納付が困難な人への納税機
会を確保しています。
問い合わせ　収税課収税担当（１階⑪番窓口）

　市税は、私たちが安心して暮らしていくための重要な役割を担っています。
また、さまざまな公共サービスも納税者によって支えられています。このよう
なことから、市税の滞納は市の財政を圧迫し、公共サービスの提供に支障をき
たすだけでなく、何よりも納期限内に納税している大多数の市民の皆さんとの
公平性を欠くことになります。
　このため、市では滞納処分を強化し、納税者に不公平が生じないよう、厳正
に対処します。

　デジタルカメラ（一眼レフやミラーレス一眼等）を使用して、広報ひだかや市
ホームページ等に掲載する写真をボランティアで撮影する市民カメラマンを募
集します。
　市内のイベントによく参加する人、写真を撮るのが好きな人など、皆さんの
応募をお待ちしています。
※撮影後にデータおよび簡単な活動報告書を提出していただきます。

　本年度市民カメラマンとして活動している皆
さんが撮影した写真を展示します。
　ぜひご来場ください。
期間・場所
〇２月３日（月）～７日（金）
　生涯学習センター
〇２月10日（月）～20日（木）
　市役所１階ロビー
※各会場とも、最終日は午後
５時までの展示となります。

任期　４月１日～令和３年３月31日
対象　次の全ての条件を満たす人
①�20歳以上の市民または連携協定を締結している
大学の学生
②写真撮影に必要な機材を用意できる人
③�主に土・日曜日および祝日に無償ボランティアで
活動できる人

募集人数　５人程度
応 募方法　応募用紙に必要事項を記入の上、自分で
撮影した写真を添付して、２月28日（金）までに
直接下記へ（市ホームページ「電子申請」からも
応募可）
※応募用紙は右記または各公民館に備えてあるほか、
市ホームページからもダウンロードできます。
※後日面談等による選考を行います。
※撮影した写真の著作権は市に帰属します。 問い合わせ　市政情報課市政情報担当

市民カメラマン活動写真展

自転車用ヘルメットの購入を補助しますお知らせ

第４回ひだかキッズダンス
フェスティバル参加チーム募集募集

体育施設等の指定管理者を
指定しましたお知らせ
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　市では、文化体育館「ひだかアリーナ」、日高
総合公園、日高市学校体育施設等の開放について、
日高市体育施設等指定管理者候補者選定委員会に
よる審査を経て、指定管理者候補者となる団体の
選定を行いました。そして、令和元年12月16日
の市議会の議決を経て、指定管理者として指定し
ましたのでお知らせします。
施設等の名称
〇日高市文化体育館「ひだかアリーナ」
〇日高総合公園
〇�日高市学校体育施設等の開放（市内小中学校12
校の体育館、３校の夜間照明施設）

指定期間
　４月１日～令和７年３月31日（５年間）
指定管理者　コナミスポーツ・毎日興業グループ
代表団体
名称　コナミスポーツ（株）
住所　東京都品川区東品川４－10－１
代表者　代表取締役社長　落合昭
構成団体
名称　毎日興業（株）
住 所　さいたま市大宮区浅間町２－244－１
代表者　代表取締役　田部井良
問い合わせ
　生涯学習課市民スポーツ担当

　市内で活動するキッズダンスチームを集めたフ
ェスティバルを開催します。日頃の成果の発表の
場、チーム内の卒業イベントなどに最適です。
　奮ってご参加ください。
日時　３月29日(日)　午前10時～午後１時
※時間は出場チーム数により変更する場合があり
ます。
場所　文化体育館「ひだかアリーナ」
参 加チーム資格　中学生以下で構成する、市内を
活動拠点とするダンスチーム

ジ ャンル　ヒップホップなどの現代的なリズムダ
ンス

募集チーム数　20チーム程度
費用　無料
申 し込み　生涯学習課、文化体育館「ひだかアリ
ーナ」、各公民館に用意してある出場申込書に
必要事項を記入の上、２月25日（火）までに直
接下記へ

問い合わせ　生涯学習課生涯学習担当

　自転車用ヘルメットの着用を促進し、交通事故の
被害防止を図るために、購入費補助を行っています。
対 象　市内在住の小学生以下の児童および65歳以
上の人

補助額　購入金額の２分の１の額（限度額2,000円）
※100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨
てた額とします。
申 請方法　交通政策課または子育て総合支援センタ
ー「ぬくぬく」に備えてある申請書（市ホームペ
ージからもダウンロード可）に必要事項を記入し、
領収書（レシート可）の写しとヘルメットの保証書
の写し（保証書が無い場
合はヘルメットの箱の写
しなど、自転車用ヘルメ
ットを購入したことが分
かるもの）を添えて、郵
送または直接右記へ

自転車に乗るときは、ルールを守り、ヘルメットを
着用しましょう！
　昨年中、県内の自転車乗用中における交通事故死
者数は33人（前年より７人減）で、年代別にみると、
65歳以上の人が22人と約７割を占めています。ま
た、自転車乗用中の子どもの交通事故も発生してい
ます。
　自転車に乗って交通事故に遭い、亡くなった人の
うち、半数以上の人が頭部の負傷が致命傷となって
います。交通事故に遭った人の中には、ヘルメット
の着用により助かった命もあります。ヘルメットは、
頭のサイズに合ったものを選び、あごひもをしっか
り締めて、正しく着用しましょう。
※13歳未満の子どもは、自転車に乗る際にヘルメ
ットを着用するよう努めなければなりません。
問い合わせ
　交通政策課交通政策・高麗川駅東口担当




